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たくさんの動物を飼う場合

▶ たくさんの動物を飼う場合、全ての動物に十分に手が回らなかったり、清潔な環
　 境の確保が大変になる場合があります。自分で適切に飼うことができる頭数を飼
　 うことを心がけましょう。

▶ 動物は、不妊去勢しないと頭数が増加する可能性があります。特に、猫などを外飼
　 いしている場合、いつの間にかたくさんの子猫が生まれてくるということがあり
　 ます。繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術などの繁殖を制限するための措置
　 を行いましょう。

▶ 都道府県知事は、以下のような場合、飼い主に対してその状況を改善するための
　 勧告・命令を行うことができます。
　 ① 多くの動物を飼うことにより、騒音や悪臭など、周辺の生活環境を悪化させて
　　   いる場合。
　 ② 多くの動物を適切に飼っていないことにより動物が衰弱する等の虐待のおそ
　 　  れが生じた場合。
　 また、命令に従わない場合は罰則が科せられます。日頃より適切な環境で飼うよ
　 うにするとともに、もし、都道府県等から指導があった場合は、その指導に従い、
　  飼養環境を改善する、譲渡等により飼う頭数を減らす等の取組を進めましょう。


